
 

 

市会議案第１６号 

 

   日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年８月７日提出 

 

                吹田市議会議員  玉井美樹子 

 

                   同     山根 建人 

 

同     益田 洋平 

 

同     村口久美子 

 

同     竹村 博之 

 

同     塩見みゆき 

 

同     柿原 真生 



日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書 

（案） 

 

 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから７１年が経

過した２０１７年（平成２９年）７月７日、国連において、核兵器

禁止条約が採択された。その後、同年９月２０日に同条約への署名

が開始され、２０２１年（令和３年）１月２２日に発効し、現在

９２か国・地域が署名、６８か国・地域が批准している。 

同条約では、核兵器の使用は壊滅的で非人道的な結末をもたらす

おそれがあり、国際人道法などに違反すると断罪している。また、

核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、占有、貯蔵、使用及び威

嚇に至るまで、あらゆる活動を禁止するとともに、被爆者や核実験

の被害者に対する援助も明記している。以上のことから、同条約は、

被爆者と共に我々国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃

絶につながる画期的なものであり、参加国の拡大などによってこの

条約の実効性を高め、核兵器のない世界を実現していくことが強く

求められている。 

 ２０２２年（令和４年）２月２４日、ロシアのプーチン大統領は

ウクライナへの軍事侵攻開始時の演説で「ロシアは世界で最も強力

な核保有国の一つだ。我が国を攻撃すればいかなる国も敗北し、悲

惨な結果になる。」と核兵器使用を示唆する威嚇を行い、その後も

繰り返し威嚇しながら侵略を続けている。これは、核兵器による威

嚇を禁じた同条約に明確に違反するものであり、今こそ我が国が唯

一の戦争被爆国として、核兵器の使用を許さず、核兵器を全面的に

禁止させるために先頭に立たなくてはならない。 

 よって、本市議会は政府及び国会に対し、同条約に参加し、署名、

批准することを強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和５年８月  日 

 

吹 田 市 議 会   


